
＜参考＞学校健康危機管理マニュアル    

（平成１８年３月東京都教育委員会） 

食中毒発生時  

 

 

 

保護者への対応 

①被害にあった生徒の保護者へは経過を含め、電話等で謝罪と状況説明を行い、できるだけ早くお見舞いに行く。 

②給食が中止のときは、早急に保護者全員へ連絡する。（食中毒の場合は約１週間の給食停止処分となります） 

③必要に応じて保護者全員に対し食中毒発生の事実経過を文書で報告する。 

（必要があれば保護者会を開催、必要に応じて保健所に出席を依頼する。） 

緊急連絡先一覧 

①指導室指導主事      TEL０３－５６６２－１６３４ 

②学務課給食保健係       TEL０３－３６８６－５２６１ 

③江戸川保健所        TEL０３－３６５８－３１７７ 

④学校医          TEL０３－３８６９－１７７３ 持丸 博 

⑤学校薬剤師        TEL０３－５６９６－２８４６ 佐藤 裕子 

⑥委託業者 一冨士フードサービス㈱ 担当 岩間 TEL０３－５２８２－１０８４ 

激しい腹痛・嘔吐・下痢などの症状が現れたときに、病院で診察を受けた診察の結果、 

食中毒が疑われた場合は、病院から保健所へ連絡がいきます。 

栄養職員 

各担任 校長（または副校長・主幹） 養護教諭 

欠席者のいる担任は 

①欠席状況及びその理由の

調査（家族も含めて） 

②出席者の健康調査 

欠席者のいない担任は 

 ①出席者の健康調査 

を行う。 

校長等は 

①関係機関への連絡 

 ・保健所 

 ・教育委員会指導室 

 ・保健給食係 

     を速やかに行う。 

栄養職員は 

①調理従事者の健康調査 

②保健所の対応 

 ・発生状況表等の作成・提出 

 ・保存食等の収去・厨房のふき取り検査 

 ・献立表・作業工程表などの確認 

 ・教職員等への聞き取り調査への協力 

 ・指示に従い一定期間給食を停止 

 ・指示に従い給食の再開   等を行う。

③食材納入業者等関係機関への連絡 

 

を速やかに行う 

養護教諭は 

＜発生当日＞ 

 ①欠席者の集約 

 ②出席者の健康観察 

等を行う。 

＜その後＞ 

 ①欠席者の状況の集約 

 ②出席者の健康観察 

を引き続き行う。 

副校長は 

①学校医・学校薬剤師へ連絡 

②教職員、関係機関等との連

絡調整 

を行う 

☆複数の生徒・教職員が「腹痛」「嘔吐」「下痢」など、似た症状で欠席している場合 

報告 

副校長 

以後、栄養職員は 

報告書等の作成を

行う。 


